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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材紙に、有効成分を９０～９２重量％含み、その有効成分中に保湿剤として多価アル
コールを８１～８３重量％、油性成分として鉱物油由来成分を１０～１２重量％、乳化成
分として非イオン系界面活性剤を１．０～１．１重量％を含む、薬液を２７～３０重量％
含有し、
　温度２５℃及び相対湿度２０％ｒ．ｈ．の条件で調湿したときのＪＩＳ　Ｐ　８１２７
に規定される水分率が１０～１６％であり、かつ、
　温度２５℃及び相対湿度５０％ｒ．ｈ．の条件で調湿したときのＪＩＳ　Ｐ　８１２７
に規定される水分率が１４～１６％である、
　ことを特徴とする薬液含有ティシュペーパー。
【請求項２】
　前記有効成分中に紙力剤を０．８～０．９重量％含有し、
　ＪＩＳ　Ｐ　８１１３に規定される乾燥引張強度が、縦方向２７０～２９８ｃＮ／２５
ｍｍ以上、横方向６８～７７ｃＮ／２５ｍｍ以上とした、請求項１記載の薬液含有ティシ
ュペーパー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、保湿剤等を含む薬液を含有するティシュペーパーに関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　近時、保湿剤等の薬液を含有させることによりしっとり感を高め、肌触りを向上させた
、いわゆる高級タイプのティシュペーパーが市販され、繰り返し鼻をかんでも肌がヒリヒ
リし難い、または鼻が赤くなり難いとして人気を呼んでいる（例えば、特許文献１、特許
文献２参照）。
　しかし、従来の薬液含有ティシュペーパーを冬場等の低湿度下で使用すると、保湿効果
が十分発揮されず肌触り向上効果が使用に伴って次第に薄れていくという問題点があった
。
【特許文献１】特開２００３－１６４３８６号公報
【特許文献２】特表２００４－５１３９６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　そこで、本発明の主たる課題は、乾燥環境化における効果の持続性を高めることにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記課題を解決した本発明は次記のとおりである。
　＜請求項１記載の発明＞
　基材紙に、有効成分を９０～９２重量％含み、その有効成分中に保湿剤として多価アル
コールを８１～８３重量％、油性成分として鉱物油由来成分を１０～１２重量％、乳化成
分として非イオン系界面活性剤を１．０～１．１重量％を含む、薬液を２７～３０重量％
含有し、
　温度２５℃及び相対湿度２０％ｒ．ｈ．の条件で調湿したときのＪＩＳ　Ｐ　８１２７
に規定される水分率が１０～１６％であり、かつ、
　温度２５℃及び相対湿度５０％ｒ．ｈ．の条件で調湿したときのＪＩＳ　Ｐ　８１２７
に規定される水分率が１４～１６％である、
　ことを特徴とする薬液含有ティシュペーパー。
【０００５】
　（作用効果）
　本発明者らは、鋭意研究の結果、冬場等の低湿度下では保湿剤を含有していても水分率
の低下を避けられないという知見を得た。本発明は、かかる知見に基づくものであって、
温度２５℃及び相対湿度２０％ｒ．ｈ．の条件で調湿したときのＪＩＳ　Ｐ　８１２７に
規定される水分率が１０％以上とすることによって、冬場等の低湿度下であっても十分に
しっとり感が維持され、肌触り向上効果が薄れなくなるものである。
　また、温度２５℃及び相対湿度５０％ｒ．ｈ．の条件で調湿したときのＪＩＳ　Ｐ　８
１２７に規定される水分率が１４％以上とすることによって、乾燥時の水分率を高く維持
することができる。
　また、薬液中に油性成分と乳化成分とを含んでいると、油性成分の乳化により、水分が
油性成分に取り囲まれて蒸発し難くなり、冬場等の低湿度下でも水分率が高く維持される
ようになる。
【０００６】
【０００７】
【０００８】
　＜請求項２記載の発明＞
　前記有効成分中に紙力剤を０．８～０．９重量％含有し、
　ＪＩＳ　Ｐ　８１１３に規定される乾燥引張強度が、縦方向２７０～２９８ｃＮ／２５
ｍｍ以上、横方向６８～７７ｃＮ／２５ｍｍ以上とした、請求項１記載の薬液含有ティシ
ュペーパー。
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【０００９】
　（作用効果）
　水分率を高く維持するためには、薬液の含有量を多量にするのが好ましいが、その場合
、使用に際してティシュペーパーが破けるおそれがある。これを避けるために、本発明の
ティシュペーパーでは上記乾燥引張強度を有するのが好ましい。
　特に、薬液中に紙力剤が含有されていると、薬液塗布による紙力の低下を抑止すること
ができ、使用に際してティシュペーパーが破けることを防止できる。このため、本発明の
ティシュペーパーでは上記紙力剤の含有率を有することが好ましい。０．８重量％では紙
力の低下を抑止できず、使用に際してティシュペーパーが破けるおそれがある。逆に０．
９重量％を越えると、紙力の低下を抑止できるものの紙が硬くなり、肌触り向上効果を低
下させるおそれがある。
【００１０】
【００１１】
【発明の効果】
【００１２】
　以上のとおり本発明によれば、冬場等の乾燥環境下で使用しても効果が持続されるよう
になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態について詳説する。
　本発明のティシュペーパーの基材紙としては、公知のものを限定無く用いることができ
るが、特にパルプ原料におけるＮＢＫＰ配合率（ＪＩＳ　Ｐ　８１２０）が３０．０～８
０．０％、特に４０．０～７０．０％であるものが好適である。米坪（ＪＩＳ　Ｐ　８１
２４）は、１プライ当たり１０．０～３５．０ｇ／ｍ2が望ましい。紙厚は２プライ（２
枚重ね）で１３０～２００μｍ、１プライの場合はその半分であるのが望ましい。クレー
プ率（（（製紙時のドライヤーの周速）－（リール周速））／（製紙時のドライヤーの周
速）×１００）は１５．０～２６．０が望ましい。
【００１４】
　本発明の基材紙としては、ＪＩＳ　Ｐ　８１１３に規定される乾燥引張強度（以下、乾
燥紙力ともいう）が、縦方向１５０ｃＮ／２５ｍｍ以上、特に２８０～３１０ｃＮ／２５
ｍｍ、横方向４０ｃＮ／２５ｍｍ以上、特に６０～８０ｃＮ／２５ｍｍのものを用いるの
が好ましい。基材紙の乾燥紙力が低過ぎると、製造時に破れや伸び等のトラブルが発生し
易くなり、高過ぎると使用時にごわごわした肌触りとなる。
【００１５】
　これらの紙力は公知の方法により調整でき、例えば、紙力剤を内添（ドライヤーパート
よりも前の段階、例えばパルプスラリーに添加）する、パルプのフリーネスを低下（例え
ば３０～４０ｍｌ程度低下）させる、ＮＢＫＰ配合率を増加（例えば５０％以上に）する
、薬液に紙力剤を外添する等の手法を適宜数組み合わせることができる。
【００１６】
　乾燥紙力剤としては、ＣＭＣ（カルボキシメチルセルロース）若しくはその塩であるカ
ルボキシメチルセルロースナトリウム、カルボキシメチルセルロースカルシウム、カルボ
キシメチルセルロース亜鉛等を用いることができる。湿潤紙力剤としては、ポリアミド・
エピクロルヒドリン樹脂、尿素樹脂、酸コロイド・メラミン樹脂、熱架橋性付与ＰＡＭ等
を用いることができる。湿潤紙力剤を内添する場合、その添加量はパルプスラリーに対す
る重量比で５～２０ｋｇ／ｔ程度とすることができる。また、ＣＭＣを内添する場合、そ
の添加量はパルプスラリーに対する重量比で０．５～１．０ｋｇ／ｔ程度とすることがで
きる。
【００１７】
　本発明では、基材紙中に保湿剤を含む薬液が含有される。薬液を含有させるための方法
としては、スプレー塗布、ロール塗布、浸漬等、公知の付与方法を用いることができる。
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【００１８】
　本発明では、薬液中に９０～９２重量％、保湿剤等の有効成分を含有する。保湿剤とし
ては、多価アルコールが用いられる。ソルビトール、グリコールも効果のあるものがある
。保湿剤は、有効成分中８１～８３重量％含有される。
【００１９】
　本発明では、後述する乾燥時水分率を得るために、薬液中に油性成分と乳化成分とを含
有させる。油性成分は、有効成分中１０～１２重量％含有される。また、乳化成分は、有
効成分中１．０～１．１重量％含有される。油性成分が多過ぎるとべたつき感が増し、乳
化成分が多過ぎると泡立ち易くなるため、風合いの悪化や操業性の悪化という問題がある
。これに対して、油性成分、乳化成分が少な過ぎると水分率の維持効果が乏しくなる。
【００２０】
　油性成分としては、ワセリン等の鉱物油由来成分が用いられる。石油由来成分、ミンク
油やラノリン油等の動物油由来成分、大豆ステロール、ひまわり油等の植物由来成分、ア
ルキルメチルシリコーン等のシリコーン油においても本願発明の効果を奏するものがある
。
【００２１】
　また、乳化成分としては、消泡性能及びエマルジョン安定性の点で非イオン系界面活性
剤が用いられる。但し、アニオン系界面活性剤、カチオン系界面活性剤および両性イオン
界面活性剤においても本願発明の効果を奏するものはある。
【００２２】
【００２３】
　非イオン界面活性剤としては、ソルビタン脂肪酸エステル、ジエチレングリコールモノ
ステアレート、ジエチレングリコールモノオレエート、グリセリルモノステアレート、グ
リセリルモノオレート、プロピレングリコールモノステアレートなどの多価アルコールモ
ノ脂肪酸エステル、Ｎ－（３－オレイロシキ－２－ヒドロキシプロピル）ジエタノールア
ミン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンソルビット密ロウ、ポリオ
キシエチレンソルビタンセスキステアレート、ポリオキシエチレンモノオレエート、ポリ
オキシエチレンモノラウレート、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリオキシエチレ
ンラウリルエーテルを用いることができる。
【００２４】
【００２５】
【００２６】
　薬液に含有させる紙力剤としては、乾燥紙力剤では、ＣＭＣ（カルボキシメチルセルロ
ース）若しくはその塩であるカルボキシメチルセルロースナトリウム、カルボキシメチル
セルロースカルシウム、カルボキシメチルセルロース亜鉛等やキサンタンガム等の水溶性
高分子剤が挙げられる。湿潤紙力剤では、ポリアミドエピクロロヒドリン樹脂等が挙げら
れる。湿潤紙力剤を含有させた薬液を基材紙に塗布させた場合、その後にヒートエアやヒ
ートロール等による熱処理を基材紙に行うことで、効果的に紙力の低下を抑止することが
できる。
【００２７】
　薬液に含有させる紙力剤としての乾燥紙力剤及び湿潤紙力剤は、各々単独で含有させて
もよいし、併用してもよい。併用した場合の含有比率は、乾燥紙力剤：湿潤紙力剤＝９０
：１０～５０：５０が好ましい。
【００２８】
　この他に、本発明の薬液中には、柔軟剤、ビタミンＣ、ビタミンＥ等の抗酸化剤、紙力
剤（前述のものを用いることができる）等を含有させることができる。柔軟剤は、有効成
分中５～８重量％含有されているのが好ましい。また、抗酸化剤は、有効成分中０．００
０００１～０．００１重量％含有されているのが好ましい。また、紙力剤は、有効成分中
０．５～２重量％、特に０．７～１．２重量％含有されているのが好ましい。紙力剤が多
過ぎると紙が硬くなり、少な過ぎると薬液を多量に含有したときや、製造時に破れが発生
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【００２９】
　柔軟剤としては、特にアニオン系界面活性剤が好適である。アニオン系界面活性剤とし
ては、カルボン酸塩系、スルホン酸塩系、硫酸エステル塩系、燐酸エステル塩系などを用
いることができる。
【００３０】
　また、本発明の薬液中には、非有効成分として水分を８～１０重量％含有させる。
【００３１】
　本発明のティシュペーパーにおける薬液含有量は基材紙に対して２７～３０重量％であ
る。薬液含有量が少な過ぎると水分率を十分に確保できなくなり、多過ぎるとべとつくよ
うになる。
【００３２】
　そして、本発明のティシュペーパーでは、薬液配合、薬液含有量等を適宜調整すること
により、温度２５℃及び相対湿度２０％ｒ．ｈ．の条件で調湿したときのＪＩＳ　Ｐ　８
１２７に規定される水分率が１０％以上、特に好適には１０～１６％とされる。水分率が
１０％未満になると、しっとり感に乏しくなり、１６％を超えるとべとつき感がで始める
ようになる。
【００３３】
　本発明のティシュペーパーでは、非乾燥時における水分率は特に限定されないが、好ま
しくは、温度２５℃及び相対湿度５０％ｒ．ｈ．の条件で調湿したときのＪＩＳ　Ｐ　８
１２７に規定される水分率が１４％以上、特に好ましくは１４～１６％とされる。このよ
うに、標準的な湿度条件下における水分率が十分に高くされていると、乾燥時の水分率を
高く維持し易くなる。
【００３４】
　他方、本発明のティシュペーパーは製造方法によって限定されるものではないが、折り
畳んで積層する製品形態、例えば箱詰め型のティシュペーパーの場合、抄造した基材紙に
薬液を付与した後、インターフォルダ等の折り畳み装置で折り畳むよりも、折り畳み装置
内で折り畳みのために基材紙を搬送する過程で薬液を付与するようにすると、効率良く製
造でき、また薬液や水分の蒸発も少なく、品質の安定した製品を製造できるようになるた
め好ましい。なお、後者の方法としては、本出願人による特願２００４－２５１８７４号
を例示することができる。
【実施例】
【００３５】
　表１及び表２に示すように各種ティシュペーパー（本発明に係る実施例１，２、比較例
、および市販品１，２）について各種物性の測定・算出および官能評価を行った。なお、
物性の測定は、水分率を除いてＪＩＳ　Ｐ　８１１１に規定される条件下で行った。また
、官能評価は、鼻を所定回数かんだ際における、しっとり感、柔らかさ、しっかり感（破
れ難さ）を○、△、×の三段階で評価することにより行った。
【００３６】
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【表１】

【００３７】
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【表２】

【００３８】
　表１及び表２からも判るように、本発明に係る実施例は、他のものと比較してしっとり
感、柔らかさ、しっかり感の全てにおいてバランス良く優れるという結果が得られた。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　本発明は、ティシュペーパーに適用可能なものである。
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